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地区計画の見直しの方針 

 

地区の特性や目指す将来像に対応した住環境の維持・向上を図るため、地区計画制度によるまち

づくりの規制や緩和のルールを定めることは有効な手段です。 

また、地区にあった用途を誘導し、住環境の質の向上を図ることが重要となります。現在、千代

田区型地区計画では、商業地域で住宅床の緩和を行うことで住宅床の「量」の誘導を実施してきま

した。今後は、「質」の向上に必要な用途を地区の皆様が考え、住宅誘導の継続や、商業誘導への

転換など、新たな用途誘導を含めた地区計画の見直しを考えていく必要があります。 

さらに、地区計画は、地区の皆様が中心となり内容を検討していくことが大切です。区では、皆

様の検討がより良いものとなるよう支援（サポート）を行っていきます。 

これらの観点を大切にしたまちづくりを進めるため、地区計画の見直しに必要な「３つの方針」

を次にあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-１ 基本的な考え方について 

地区の課題の解決 

・水辺が心地よい空間になっていない 

・緑が少ない 

・お店が少ない 

・昔からの街並みを守りたい  など 

地区特性や目指す将来像に 

対応した規制・誘導 

方針１ 

３つの方針 

地区にあった用途誘導 

住環境の質の向上 

・住む人も働く人も過ごしやすいまち

づくりができているか 

・地域の魅力（水辺やみどり）を活か

したまちづくりができているか 

・歴史と文化、古書店、魅力的な店舗、

居心地の良いまちなかの創出を誘導

できるか          など 

住機能の量だけでなく、 

地域の「質」向上を誘導 

方針２ 

住民主体によるまちづくり 

・地区の住民等が定めることが出来る

地区計画を有効活用 

・地区の課題に柔軟に対応 

・地区のまちづくり 

・まちの理想像の共有 

・コミュニティ活性      など 

地区に関わる 

多様な人の意見集約 

方針３ 
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方針１ 地区特性や目指す将来像に対応した規制・誘導 

＜方針概要＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３-２ 見直し方針について 

○ 地区を取り巻く環境の変化や地区計画の進捗等を確認したうえで、地区の皆様が考える地

区の将来像・目標の実現に向けた地区計画の規制・誘導を考えていく方針となります。 

検討・検証 

■ 方針のポイント 

時代の変化に合わせて、地区のまちづくりに求められるニーズは日々変化しています。

方針１は、地区のまちづくりを取り巻く環境の変化や地区計画の進捗等に応じて、地

区計画を柔軟に考えて変更していくための重要な方針になります。例えば、地区のま

ちづくりを取り巻く環境や地区計画の進捗・効果を地区の皆様で検討・検証し、地域の

「質」に課題が生じている場合は、地区計画の目標や方針の見直しの検討が必要となり

ます。 

地区計画の見直しにあたっては、地区の皆様の意見集約を行った上で、区域内の一部の

変更や、地区の現状に合わせたメニューの選択、区域の再編（拡大・縮小・統合等）な

ど、柔軟に考えて変更していくことが大切です。 

地区にはそれぞれ特性がたくさんあります。守っていきたいまちの特性や個性を活かし

たまちづくりは重要な観点となります。 

１

２

策定時 方 針 

住民・地権者・事業者等の皆様が確認 

現 在 

３

課題 

あり 

課題 

あり 

課題

なし 

課題

なし 

 
進捗確認
と効果 
検証 

 
進捗確認
と効果 
検証 

変化 

なし 

変化 

あり 

地区計画の 

維持・運用 

地区のまちづくりを 

取り巻く環境 

地区計画の 

見直しの検討 

地区計画の 

維持・運用 

地区計画の 

見直しの検討 

守っていきたい 

まちの特性や個性 
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地区計画の見直しの方針 ３ 

＜将来像・目標（例）＞ 

● 昔からの商店・街並みの保全 

まちの文脈や、生業のつながりを感じ、界隈の個性と魅力を継承していく 

 

 

 

 

 

 

 

● 緑豊かな地域の形成 

安らぎや親しみが感じられる生活につながるよう緑地や水辺を保全していく 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 用途を限定した居住環境と商業・業務施設の調和のある良好な環境の形成 

商業・業務機能の利便性と住み続けたくなる居住環境の共存を目指していく 

 

 

 

 

 

 

 

● 歴史・文化を活用した街並みの形成と賑わいの創出 

区民が誇れる歴史・文化を活かした個性と魅力ある商業・観光機能の充実を図っていく 

 

 

 

 

 

  

▲神保町の古書店街 

▲日本橋川を軸に連続して整備された 

大手町川端緑道 

▲都心のみどりの眺望を楽しむ 

 開放的な空間（有楽町） 

▲神田須田町の老舗 

▲番町の住宅街 ▲神田警察通り沿道 

▲神田明神周辺（外神田） ▲万世橋周辺（神田須田町） 
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方針２ 住機能の量だけでなく、地域の「質」向上を誘導 

＜方針概要＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 地区で住む方々がより良い生活環境の向上や地区の魅力・価値の向上を目的として、地区

にとって求められる用途について、地区の皆様で検討・共有し、新たな用途誘導を定めて

いく方針となります。 

■ 方針のポイント 

千代田区型地区計画では、住宅床を確保するため、住宅の床面積の緩和を行うことで誘

導してきました。方針２は、地区計画策定当時に掲げていた目標に一定程度の成果が

見込まれ、目標に変化が生まれている地区にとって重要な方針になります。例えば、

住宅の量の確保が十分と捉えている地区では、新たな地域課題の解決につなげるため、

住生活の質を向上する誘導策に転換することが考えられます。 

第１章の背景で説明したとおり、住環境の「質」の向上が求められる声は高まっており、

地区の皆様で「質」につながる用途の検討が必要となります。 

千代田区で設けている地区計画メニューは、再開発等促進区を定める地区計画を除くと

２種類しかありません。「質」の向上のためには、地区の皆様が選択できる地区計画のメ

ニューを充実させることが大切です。具体には、高度利用型地区計画のような新たな仕

組みづくりが必要となります。 

１

２

３

一般型 

地区計画 現 
 

在 

方 
 

針 

千代田区型 

地区計画 

一般型 

地区計画 

千代田区型 

地区計画 

 

 

地区計画 

［用途別容積型］ 

（住宅） 

＋ 

［街並み誘導型］ 

［用途別容積型］ 

（住宅） 

＋ 

［街並み誘導型］ 

［高度利用型］ 

＋ 

［街並み誘導型］ 

新たな仕組み＊ 

＋ 

＊新たな仕組みは、現在ある地区計

画制度の「高度利用型地区計画」

と「街並み誘導型地区計画」を組

み合わせたものを千代田区の地区

計画メニューに用意することで、

地区の皆様が活用を検討できるよ

うにするものです。 
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地区計画の見直しの方針 ３ 

＜用途誘導（例）＞ 

● 多様な居住ニーズに対応した機能の誘導  ● 環境に配慮した建築物の誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● コミュニティに資する広場の誘導     ● 多様な人がつながる場の誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜街並み誘導（例）＞ 

● 歩道状空地の確保と回遊性の向上     ● 沿道の緑化と回遊性の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲ECOM駿河台 ▲富士見の生活支援機能 

▲コワーキングスペース（平河町） ▲神田スクエア 

地域内で住まい・医療・介護・予防・生活

支援機能等の充実を図っていく 
建築物に関する二酸化炭素削減等の環境

に配慮した取組を積極的に進めていく 

人・まち・コミュニティがつながること

で新たな価値を創出していく 
住民、働く人、活動する人々が連携し、新

たな魅力・価値の創出につなげていく 

▲清美通り周辺（神田佐久間町） ▲神田警察通り・神田スクエア周辺 

（神田錦町） 

壁面後退と歩道状空地の確保により、道

路空間にゆとりをもたせ、まちの回遊性

を高める 

壁面後退と沿道緑化により、みどりが連

続したうるおいあるまちなみをつくり、

まちの回遊性を高める 
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 目  的 ：適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域について、道路に接して有効

な空地を確保することで、合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る 

 規  制 ：容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度 

 制限の緩和 ：容積率制限及び斜線制限の適用除外 

 

 

参考事例として、街並み誘導型地区計画と高度利用型地区計画により、住宅以外の用途を誘

導している「中央区銀座」と「札幌市札幌駅前通北街区」の概要は、次のとおりです。 

 

 

参考事例１ 中央区銀座 ［街並み誘導型地区計画 ＋ 高度利用型地区計画］ 

 

  

● 高度利用型地区計画 
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地区計画の見直しの方針 ３ 

 

 
  



 

46 
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地区計画の見直しの方針 ３ 

参考事例２ 札幌市札幌駅前通北街区 ［街並み誘導型地区計画 ＋ 高度利用型地区計画］ 
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地区計画の見直しの方針 ３ 

 

 

出典：国土交通省 HP「地域の創意工夫による容積率特例制度の活用例」 
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方針３ 地区に関わる多様な人の意見集約 

＜方針概要＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 地区計画の策定に係る手続きの前段階で、その地区に関わる多様な人の意見を整理し集約

してから地区計画の策定を進めていくための方針となります。まずは、地区計画制度を基

に地区の議論の場を設け、良好なまちづくり（理想像）について考える場の支援（サポー

ト）を行っていきます。 

○ 地区の皆様としっかりコミュニケーションをとりながら進めていく必要があります。 

■ 方針のポイント 

地区計画は、地区の皆様が中心となり考えてつくる地区のミニ都市計画制度のようなも

のです。区が一方的に定めるものではないため、しっかりと互いにコミュニケーション

を図ることが大事です。 

地区計画制度は、地区の将来像を地区の皆様と共有することが出来る側面をもっていま

す。区は、地区の皆様が議論できる場の創設、検討のサポート（支援）を行っていきます。 

また、まちづくりに求められるニーズや課題は多様化しており、地区の皆様のまちづくり

への意識は向上しています。そのため、より早期の段階から手続きの客観性、透明性を高

め、段階的に合意を得ながら計画の熟度を高めていくことが必要となります。 

方針３は、法定手続前の進め方を明確にし、法定手続きの前に、地区の皆様の幅広い意

見、多様な要望を集約し、地区計画制度の検討を進めるための重要な方針となります。

具体的な進め方は第４章で示していきます。 

１

２

３

４
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地区計画の見直しの方針 ３ 

＜意見集約の手法（例）＞ 

● 行政によるデータの提供         ● 勉強会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 意見交換会・ワークショップの開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲未来スケッチ 

▲意見交換会 ▲意見だし 

▲まち歩き・現地体験 ▲マップづくり 

▲まちなかインタビュー 

▲勉強会 

▲千代田都市づくり白書 
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● インターネット・ＳＮＳの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 説明会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲オンラインまちづくり会議 

▲説明会 

▲ＳＮＳ意見交換 

▲オープンハウス形式 
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実現への進め方 

・地区の良好なまちづくり（理想像）を実現し、地区にとってのQOL（生活の質）の向上につなげ

るため、地区の住民等の皆様で地区計画について考えることは重要です。 

・本章では、地区計画の策定または見直しをするための進め方として、「５ステップ」を示します。 

・５ステップは、基本となる手続きの手順、進め方を分かりやすくすることで、地区計画の検討を

地区の皆様と区（行政）が同じ方向を向き、足並みを揃えていくための道筋を示すもので、地区

の状況によって柔軟に変化させていくことが大切です。 

 

■ 検討フロー図［５ステップ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 現行の地区計画と現在の

地域課題や社会変化の対

応状況の確認 

■ 地域に必要な機能の検討 

■ 地域で大事にしていきた

いものの検討 

ステップ１ 

議論の場の立ち上げ 

ステップ２ 

問題点・課題の整理 

ステップ３ 

将来像の共有 

内容の検討 

ステップ４ 

ステップ５ 

意見集約 

■ 地域に関わる多様な人た

ちとの将来像の共有 

■ 将来像の実現に向けた地

区計画の内容検討 

■ 地区計画で対応できない

課題等の整理 

         など 

住民・地権者・事業者等 行  政 

専
門
家
等
の
派
遣 

な
ど 

勉
強
会
・
協
議
会
の
開
催
支
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各
種
デ
ー
タ
の
提
供 

支 

援 

支 

援 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施 

な
ど 

説
明
会
の
開
催 

各
種
制
度
の
情
報
提
供 

千
代
田
区
は
、
法
定
手
続
き
前
に
地
区
の
意
見
集
約
を
行
い
ま
す
。 

地
区
計
画
原
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公
告
・
縦
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都
市
計
画
法
手
続
き
フ
ロ
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法 16 条② 

[２週間] 

地
区
計
画
案 

公
告
・
縦
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都
市
計
画
審
議
会 

告
示
・
縦
覧 

地
区
計
画
案
の
作
成 

地
区
計
画
の
決
定 

法 17 条① 法 19 条① 

[２週間] 

法 20 条 

条 

例 

化 

都市計画法に基づく策定手続き 

専 門 家 

支 援 
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ステップ１は、地区計画（まちづくり）に関する住民等の皆様による「議論の場」を設け、地

区の方々の意見や声を聴くための土台を構築していく段階になります。 

地区に勉強会やコミュニティ（集まり）の場がある場合は、区による活動のサポート（支援）を

実施し、地区計画の検討をしていきます。 

地区に勉強会やコミュニティ（集まり）の場がない場合は、地区計画について地区の皆様で考え

る場を立ち上げるため、区による準備・設立のサポート（支援）を実施していきます。 

まずは、千代田区のまちづくりや歴史について知り、自分が住んでいる地区の魅力に気付きを与

え、住民等の皆様で共有する場にしていきます。 

そして、歴史や魅力について共有したら、地区計画について学び、住民等の皆様で地区の将来像

について考える環境づくりを目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

議論の場の立ち上げ ステップ１ 

支 援 支 援 

■ 議論の場の立ち上げを支援 

（サポート） 

［例］ 

・各種データの提供 

・専門家の派遣 

など 

■ 勉強会を支援（サポート） 

［例］ 

・地区計画について 

・マスタープランとは 

・地区内の特色再確認 

など 



２ 

55 

実現への進め方 ４ 

 

ステップ２は、地区の住民等の皆様が地区計画の素案の作成に向けた課題を抽出・整理する

段階になります。 

課題は、時代の背景や、地区の特性・ニーズによって変わります。また、区民目線での課題、行

政目線の課題などの立場によっても変わります。さらに、第１章でふれたとおり、地区の理想像も

変わってきています。 

そのため、住民等の皆様は、ステップ１で立ち上げた「議論の場」で地区の良いところや悪いと

ころなどについて話しあい、地区の課題を抽出・整理していきます。 

区は、住民等の皆様の話し合いが円滑に進むよう、必要な情報を提供するなどの支援を実施して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題整理 ステップ２ 

住民・地権者・事業者等の皆様で考えを集約・課題を整理 
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ステップ３は、地区の課題解決に向け、良好なまちづくり（理想像）を住民等の皆様と考え

ていく段階になります。 

住民等の皆様は、ステップ２で抽出・整理した課題を踏まえつつ、地区の将来像について話し合

い、地区にとっての良好なまちづくり（理想像）を具体化し、互いに共有していきます。 

区は、都市計画マスタープランに位置付けられた地区の理想像について説明を実施するととも

に、取組（事例）等の情報を提供するなどの支援を実施していきます。また、必要に応じて、専門

家や有識者等の派遣等が行えるサポート体制を構築することも検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

将来像の共有 ステップ３ 

住民・地権者・事業者等の皆様で考えられるよう区で支援（サポート） 

支  援 



２ 
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実現への進め方 ４ 

 

ステップ４は、理想像の実現に向けたまちづくりの手法（ツール）として、地区計画で出来る

こと、出来ないことを明確にし、地区計画の有効性を確認する段階になります。 

住民等の皆様は、検討・検証した結果、地区計画に有効な手法（ツール）としてのメリットがあ

る場合には、具体的な建築制限（ルール）を具体的に定め素案作成を目指していきます。 

なお、検討の際には、次の２つの観点（ポイント）があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内容の検討 ステップ４ 

■ 検討のポイント 

商業地域のような様々な用途が建築される地域については、地区の住環境向上に資する

用途の誘導も視野に検討が必要となります。すでに住宅用途で容積緩和を可能としてい

る地区（千代田区型地区計画を定めている地区）では、住環境向上に資する用途で容積

緩和をする場合、高度利用型地区計画に変更する方法もあります。 

地区の将来像の実現には、「ハード面」と「ソフト面」（管理・運用）の両立が必要とな

りますが、地区計画の規制・制限は、ハード面（空間の整備：広場、緑地、道路等）が

対象で、ソフト面（整備された空間における活動：賑わいの創出等）は対象となりませ

ん。そのため、地域でハード面とソフト面を総合的にマネジメントしていく仕組みを

検討していくことが必要となります。 

１

２

住宅誘導 商業誘導 

変 更 

［例］建築物の用途 

建築物の容積率・建蔽率 

建築物の高さ 

建築物のデザインや色彩 など 

 

 

 

 

マネジメントの 

仕組みづくりの検討 

ソフト ハード ＋ 
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ステップ５は、地区の理想像に向けた建築制限のルールについてより幅広く意見を伺い、地

区計画の原案の作成を目指す段階になります。 

住民等の皆様は、「議論の場」で作成した地区計画の素案について、地区に関わる方々の意見集

約を行っていきます。 

区では、広報や SNS、説明会やパブリックコメントを最大限活用し、幅広く周知できるよう支援

（サポート）を実施していきます。多くの意見を伺い整理・検討を行い、更に深堀した地区計画の

ルールとしていきます。 

都市計画法で定められた手続きの前に、広く周知し、丁寧に進めていくことが大切です。 

 

 

 

千代田区では、地区計画を含めたまちづくりに関する様々な情報を収集し、住民等の多様な主体

に提供することで、まちづくりに関する課題、計画、成果、支援制度等の情報共有や、円滑な意見

集約につなげていく「情報プラットフォーム」のあり方を検討しています。 

 

■ 情報プラットフォームのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

意見集約 ステップ５ 

情報プラットフォーム 

地区計画に関する 

情報の提供 

地区計画に関する 

情報の収集 



２ 
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実現への進め方 ４ 

 

地区計画の原案ができた後、都市計画法の手続きに進みます。原案作成後、公告・縦覧を行い、

地区計画案、地区計画の策定という流れで手続きは進んでいきます。都市計画法上では地区計画は、

土地所有者等の意見を集約することのみが求められる制度となっていますが、第４章では、原案を

つくるまでの作業を丁寧に行い、多くの意見を集約できるようサポートしていきます。 

 

■ 地区計画の策定手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画の策定手続きについて 

地区計画原案の 

作  成 

地区計画原案の 

公告・縦覧 

地区計画案の 

作  成 

地区計画案の 

公告・縦覧 

地区計画の策定 

土地所有者等による 

意見書の提出 

住民等による 

意見書の提出 

千代田区 住民・地権者・事業者等 

関係機関との調整や
意見書の内容を踏ま
え、必要に応じて内
容の修正を行う 

都市計画審議会の審
議を経て、区が地区
計画を都市計画とし
て決定する 

 

地区の課題 

理想像の共有 

地区内の住民等は、
案に対しての意見
書を提出すること
ができる 

 
地区内の土地所有
者等は、原案に対し
ての意見書を提出
することができる 

５ステップ 

地区計画の検討 

専 

門 

家 

・各種データの提供 

・勉強会・協議会の

開催支援 

・専門家等の派遣 

・各種制度の情報提供 

・説明会の開催 

・パブリックコメント

の実施 など 支 

援 

支 
援 

意見集約 

法定手続き 

地区計画検討の 

サポート 
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都市計画法第16条第３項では、「市町村は、条例＊において、住民又は利害関係人から地区計画等

に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法

を定めることができる。」と定められています。 

地区計画の検討・見直しは、ステップ１の「議論の場の立ち上げ」が重要であり、地区計画策定

フロー図は、５ステップにより意見が集約された後のイメージとなります。 

 

＊都市計画法第16条第２項：都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定め

る事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める

利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。 

 

■ 参考：地区計画策定フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

必要に応じ公聴会の開催等による 

住民の意見の反映 

［第 16 条第１項］ 

案の公告・縦覧 

［第 17 条第１項］ 

千代田区都市計画審議会 

［第 19 条第１項］ 

地区計画を定めない旨と理由を 

提案者に通知  ［第 21 条の５第１項］ 

地区計画の案の作成 
区域内の利害関係者の意見聴取 

（方法等は条例で規定：通常は原案

の縦覧・意見書の提出） 

［第 16 条第２項］ 

意見書の提出 

［第 17 条第２項］ 

地区計画の決定 

［第 19 条第１項］ 

要旨［第 19 条第２項］ 

東京都知事に協議 

［第 19 条第３項］ 

住民による案の申し出 

（条件等は条例で規定） 

［第 16 条第３項］ 

※千代田区では条例を定めておりません 

地区計画の素案の提案 

（２／３同意） 

［第 21 条の２］ 



２ 
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実現への進め方 ４ 

■ 参考：都市計画提案制度のフロー図［都市計画法第 21 条の２］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都知事に協議 

［第 19 条第３項］ 

事前相談等 

土地所有者、まちづくりＮＰＯ等による地区計画の素案の提案 
［第 21 条の２］ 

＜提案の要件＞ 

① 一定の面積以上の一体的な区域（原則として 0.5ha 以上） 

② 都市計画に関する法令上の基準に適合［第 13 条等］ 

③ 土地所有者等の３分の２以上の同意等 

区は、提案に基づく地区計画を定めるか遅滞なく判断 
［第 21 条の３］ 

提案を踏まえて地区計画を定める 

必要があると認めるとき 

提案を踏まえて地区計画を定める必

要がないと認めるとき 

区域内の利害関係者 

の意見聴取（方法等は条

例で規定：通常は原案の

縦覧・意見書の提出） 

［第 16 条第２項］ 

提案の受理 

都市計画審議会に素案を提出し、 

意見を聴く   ［第 21 条の５第２項］ 

地区計画の案の公告、縦覧（住民、

利害関係人等による意見書提出） 

［第 17 条第１項、第２項］ 

地区計画の案を都市計画審議会へ付議 

（住民等による意見書の要旨付議） 

［第19 条第１項、第２項、第21 条の４］ 

地区計画の決定 

［第 19 条第１項］ 

地区計画を定めない 

地区計画を定めない旨と理由を 

提案者に通知  ［第 21 条の５第１項］ 

必要に応じ 

公聴会の開催等 

による住民の 

意見の反映 

［第 16 条第１項］ 

地区計画案の作成［第 21 条の３］ 
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総  括 

 

● 地区計画は、都市計画法に基づき、住民等が主体となって地区の特性や課題に応じた独自の

ルールを定め、地区内の建築・開発行為等に対して規制・誘導することができる柔軟な制

度です。 

● 地区計画は、1980年の制度創設以降、社会状況や都市の状況の変化により、集落地区計画、沿

道地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画など、様々なバリュエーシ

ョンが創設されました。 

● 千代田区では、41地区で地区計画が導入されており、それらの地区計画は、「一般型地区計画」、

「千代田区型地区計画」、「再開発等促進区を定める地区計画」の３種類に分かれています。 

● 千代田区型地区計画は、容積を緩和し住宅の立地誘導を目的とする「用途別容積型」と、良好

な市街地環境の形成を図ることを目的とする「街並み誘導型」の二つの方式を合わせたもので、

千代田区の定住人口減少の課題を解決し、商業地域への住宅床の確保を推進するために導入さ

れました。 

● その結果、千代田区型地区計画が導入された地区では良好な市街地環境の形成へつながり、住

宅用途の誘導など、「量」に対する一定の効果がありましたが、社会情勢や人々の価値観の

変化により、住環境の「質」については課題が残りました。また、一般型地区計画が導入さ

れた地区でも、街並み形成や緑の創出については一定の効果がありましたが、生活利便機能の

創出には課題が残りました。 

● これらの課題を踏まえ、今後は、「量」の誘導から「質」の向上を目指したまちづくりに転

換していくことが求められています。 

● まちづくりを取り巻く環境の変化や地区計画の進捗・効果等により、地区に求められる生活の

「質」も変化しています。そのため、これらを地区の皆様で検討・検証し、地域の「質」に

課題が生じている場合は、地区計画の目標や方針の見直しが必要となります。 

● 地区計画の見直しを行う場合は、地区の皆様で住環境の「質」の向上に必要な用途誘導の検

討が必要となります。併せて、地区の皆様が選択できる地区計画のメニューを充実させるた

め、従来の「一般型地区計画」や「千代田区型地区計画」（住宅用途の誘導）に加えて、新た

な仕組みづくりが必要となります。 

● 地区計画の策定や見直しにあたっては、様々な手法を活用しながら、地区の皆様の幅広い意見

や多様な要望を集約することが前提となります。 

● 地区の皆様による議論の場の立ち上げや、内容の検討、意見集約にあたっては、地区計画を策定

や見直しを進めるための「５ステップ」を基本としながら、ハード面とソフト面を総合的にマ

ネジメントしていく仕組みを含めた検討を進めることが大切です。 

● 千代田区では、地区の皆様の検討作業を支援するため、５ステップの各段階に応じたきめ細

やかなサポートを行っていきます。 


